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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年6月30日に提出いたしました有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを

訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　第４　提出会社の状況

　　　３　配当政策

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

EDINET提出書類

丸一鋼管株式会社(E01253)

訂正有価証券報告書

2/3



第一部【企業情報】

　第４【提出会社の状況】

　３【配当政策】

　　（訂正前）

　　　(1)利益配当の基本方針

株主に対する配当の重要性は従来より良く認識しており、収益に応じ、かつ安定的な配当を株主の

皆様に行なう目的で、平成17 年3 月期より業績に連動した配当方針に変更いたしております。平成

20 年2 月7 日開催の取締役会において利益配分に関する基本方針の一部変更を行ない、「個別の計

算書類における特別損益を加味せず算出された想定当期純利益の40％相当を年間配当」を基本とす

る方針を決定のうえ発表いたしました。加えて当社は従来どおりの安定配当として最低年間25 円の

配当金を維持する方針であります。また、平成18 年6 月開催の定時株主総会において当社定款の一部

変更を行ない、配当金の決定機関を取締役会の決議とし、期末配当の基準日を毎年3 月31 日・中間配

当の基準日を毎年9 月30 日とするとともに、必要に応じ基準日を定めて剰余金の配当を可能といた

しました。更に、自己株式の取得を行い１株当たりの利益(EPS)を一層高めていく施策も併せ実施して

おります。また、株主の皆様の変わらぬご支援に感謝の意を込めまして、株主優待制度も実施いたして

おります。

一方、自主独立の鋼管専業メーカーとして当企業集団が発展成長を続けるためには、事業拡大を目

的とした戦略的な投資と併せてメーカーとしての生産性の向上および効率化による競争力の強化が

永遠の課題であります。そのための生産設備や物流網の更新・拡充は必要不可欠で、競争力確保を目

的とした投資も当グループでは積極的かつ計画的に実施しております。こうした戦略的事業および設

備投資に備えるための内部留保もまた株主各位の永続的利益確保の上から極めて重要だと考えてお

ります。

(2)～(4)は省略

　

　　（訂正後）

　　　(1)利益配当の基本方針

株主に対する配当の重要性は従来より良く認識しており、収益に応じ、かつ安定的な配当を株主の

皆様に行なう目的で、平成17 年3 月期より業績に連動した配当方針に変更いたしております。平成

20 年2 月7 日開催の取締役会において利益配分に関する基本方針の一部変更を行ない、「個別の計

算書類における特別損益を加味せず算出された想定当期純利益の40％相当を年間配当」を基本とす

る方針を決定のうえ発表いたしました。加えて当社は従来どおりの安定配当として最低年間25 円の

配当金を維持する方針であります。また、平成18 年6 月開催の定時株主総会において当社定款の一部

変更を行ない、配当金の決定機関を取締役会の決議とし、期末配当の基準日を毎年3 月31 日・中間配

当の基準日を毎年9 月30 日とするとともに、必要に応じ基準日を定めて剰余金の配当を可能といた

しました。更に、自己株式の取得を行い１株当たりの利益(EPS)を一層高めていく施策も併せ実施して

おります。また、株主の皆様の変わらぬご支援に感謝の意を込めまして、株主優待制度も実施いたして

おります。

　なお、現時点では、配当の回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年２回といたして

おります。

一方、自主独立の鋼管専業メーカーとして当企業集団が発展成長を続けるためには、事業拡大を目

的とした戦略的な投資と併せてメーカーとしての生産性の向上および効率化による競争力の強化が

永遠の課題であります。そのための生産設備や物流網の更新・拡充は必要不可欠で、競争力確保を目

的とした投資も当グループでは積極的かつ計画的に実施しております。こうした戦略的事業および設

備投資に備えるための内部留保もまた株主各位の永続的利益確保の上から極めて重要だと考えてお

ります。

(2)～(4)は省略
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